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　５月31日(日)有志の皆さんと初め
ての音楽イベント「吉野山音遊戯
會」に参加してきました。
　ハラハラドキドキのデビューでし
たが、みんなで力を合わせて演奏し
ました。
　これからも、ワイワイ楽しく練習
をしていきますので覗きに来てくだ
さい。
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と
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？

目
黒 

秀
美

　

こ
ん
に
ち
は
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
目
黒
で

す
。
早
い
も
の
で
、
東
吉
野
村
に
移
住
し
て
２
年

の
月
日
が
経
ち
ま
し
た
。

　

様
々
な
発
酵
食
に
興
味
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あ
る
中
で
、
協
力
隊

２
年
目
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は
、主
に
コ
ン
ブ
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紅
茶
キ
ノ
コ
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い
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発
酵
ド
リ
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造
を
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ま
し
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コ
ン
ブ
チ
ャ
と
は
一
言
で
言
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と
発
酵
ド
リ
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す
。
コ
ン
ブ
チ
ャ
と
聞
く
と
、
昆
布
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思
い
浮
か
べ
る
方
が
大
半
だ
と
思
い
ま
す
。
私
も

最
初
コ
ン
ブ
チ
ャ
を
知
っ
た
時
に
真
っ
先
に
思

い
浮
か
べ
ま
し
た
が
、
昆
布
は
入
っ
て
お
ら
ず
、

キ
ノ
コ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
使
用
す
る
材
料
は
本

当
に
シ
ン
プ
ル
で
、
茶
葉
・
砂
糖
・
水
・
菌
株
か

ら
作
ら
れ
る
ジ
ュ
ー
ス
の
よ
う
な
ド
リ
ン
ク
で

す
。
甘
味
と
発
酵
に
よ
る
フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な
酸
味

と
微
炭
酸
が
感
じ
ら
れ
、
さ
っ
ぱ
り
と
美
味
し
い

で
す
。

　

近
年
、
腸
活
ブ
ー
ム
で
発
酵
食
を
取
り
入
れ
て

い
る
方
も
増
え
て
い
る
事
と
思
い
ま
す
。
腸
内
環

境
を
整
え
る
こ
と
で
免
疫
力
向
上
や
美
肌
効
果
、

メ
ン
タ
ル
の
安
定
ま
で
期
待
で
き
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

コ
ン
ブ
チ
ャ
は
日
常
に
も
取
り
入
れ
や
す
く
、

美
味
し
い
か
ら
こ
そ
続
け
ら
れ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
実
際
に
私
も
日
々
の
健
康
の
サ
ポ
ー
ト
と

し
て
助
け
ら
れ
て
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ま
す
。
な
く
て
は
な
ら
な
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栄
養
ド
リ
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ク
の
よ
う
な
存
在
で
す
。

　

そ
ん
な
コ
ン
ブ
チ
ャ
作
り
で
は
、
菌
た
ち
の
環

境
を
整
え
る
こ
と
、
毎
日
目
に
見
え
な
い
菌
と

向
き
合
い
、
難
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
発
酵
は
奥
が
深
く
と
て
も
面
白
い
世
界
で

す
。

　

コ
ン
ブ
チ
ャ
は
作
り
手
や
環
境
に
よ
っ
て
個

性
が
出
る
ド
リ
ン
ク
で
す
。
東
吉
野
村
の
自
然
豊

か
な
環
境
で
作
る
コ
ン
ブ
チ
ャ
を
皆
さ
ま
に
お

届
け
で
き
る
よ
う
、
製
造
所
の
開
設
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
時
々
喫
茶
カ
メ
ヤ
の
担
当
を
し
て
お

り
、
コ
ン
ブ
チ
ャ
を
お
出
し
し
て
い
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
、
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ

い
。

地
域
お
こ
し

地
域
お
こ
し協

力
隊
の
日
々

協
力
隊
の
日
々
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令和８年度の村国民健康保険税額が決定されます
　７月初旬に、国民健康保険に加入するすべての方の令和８年度国民健康保険税額が、令和７年中の所得に
基づき決定されます。決定後、みなさまに『納税通知書』を送付させていただきます。
※�国民健康保険税は、被保険者のみなさんが、病気やケガをしたときの医療費にあてられる大切な財源です。
被保険者のみなさんは、医療を受ける「権利」と同時に、保険税を納める「義務」があります。
※保険税は、期限内に必ず納めてください。

令和８年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まりました
　この制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、 子育て施策の拡充に充てるもので、 子
どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。国民健康保険だけでなく、他の公的医療保険（健康保険・
共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等）に加入されている方も同様にご負担いただきます。
　これに伴い、皆様がご加入されている国民健康保険税にも子ども・子育て支援金分が上乗せされます。従
来の保険税（医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分）と合算して子ども・子育て支援金分をいた
だきます。

村国民健康保険税の税率は下記のとおりです

区　分 所得割 均等割
（１人あたり）

平等割
（１世帯あたり）

１８歳以上
均等割 限度額

医療分 ７．６４％ ２７，６００円 ２０，０００円 － ６６０，０００円
後期高齢者支援金分 ３．２７％ １１，５００円 ８，４００円 － ２６０，０００円

介護分 ３．０３％ １６，９００円 － － １７０，０００円
子ども・子育て支援金分
（令和８年度新設） ０．３１％ １，７００円 － ２００円 ３０，０００円

※保険税は、所得に応じて軽減措置があります。

国民健康保険税の軽減措置
　１．所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて保険税が軽減されます。
　　（１）均等割額、平等割額の軽減
　　　�　国民健康保険の世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額の合計が下記の基準を下回る場合

は、基準に合わせて軽減が受けられます。
　　　７割軽減：世帯の国保加入者の合計所得が
　　　　　　　　４３万円＋１０万円×（年金・給与所得者の数－１）以下の場合
　　　５割軽減：世帯の国保加入者の合計所得が
　　　　　　　　�４３万円＋１０万円×（年金・給与所得者の数－１）+（３１万円×（加入者数））以下の場

合
　　　２割軽減：世帯の国保加入者の合計所得が
　　　　　　　　�４３万円＋１０万円×（年金・給与所得者の数－１）+（５７万円×（加入者数））以下の場

合
　◎軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。
 　（擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです）
　※�必ず所得の申告を行ってください。
　　�未申告の場合、軽減措置等に必要な所得区分の判定がおこなえず、保険税及び医療費が高額になったと

きの軽減等が受けられなくなります。

納付には、便利な口座振替をご利用ください
★口座からの引き落とし日　７月～翌年２月　各月の２５日
　（２５日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。）

高齢受給者証の更新について（７０歳以上の方）
◎マイナ保険証をお持ちの方	
　令和８年８月１日更新分の「資格情報のお知らせ」を７月下旬に送付します。
◎資格確認書をお持ちの方
　現在お持ちの『高齢受給者証』の有効期限が、令和８年７月３１日までとなっていますので、現在７０歳以
上７５歳未満の方および令和８年７月中（８月１日含む）に７０歳になられる方には令和７年中の所得に基づ
き一部負担金の割合を決定した『高齢受給者証』を７月下旬に送付します。
　令和８年８月以降に７０歳に到達される方には、誕生日の翌月（１日生まれは誕生月）に送付します。

お問い合わせ先　税務保険課（４２ｰ０４４１）

国民健康保険のお知らせ国民健康保険のお知らせ
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◎介護保険料の納入通知書について
　７月初旬に、今年度のみなさまの保険料を決定します。

　決定後、みなさまに通知書を送付させていただきます。保険料の決定基準については、通知書に

同封させていただきます。

※�介護保険料の納付方法は、特別徴収（年金からの天引き）と普通徴収（納付書等による納付）の２

種類に分けられます。（原則特別徴収で、本人の希望により普通徴収に変更することはできません。）

　�通知書の保険料額欄の特別徴収に金額が記載されている方は、年金より納付していただくことに

なりますので、改めて納付していただく必要はありません。また、普通徴収に金額が記載されて

いる方は、同封の納付書により納付してください。（口座振替の申請をされている方は、納付書は

入っておりません。）

◎介護保険料の財源について
　介護保険の運用に必要な財源は、国、都道府県、市区

町村が半分を負担し、残りの半分を介護保険加入者が保

険料として負担することになります。

保険料の納付にご協力をお願いします。

保険料を納めないでいると…
　特別な理由なく保険料を納めないでいると、滞納し
ていた期間に応じて、保険給付が制限される場合があ
ります。介護が必要となったときのためにも、保険料
はきちんと納めましょう。
※�災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められ
なくなった時には、徴収の猶予や減額、減免を受け
られる場合があります。保険料の納付が難しいとき
は、そのままにせず役場住民福祉課までご相談くだ
さい。

１年以上滞納すると
　サービス利用料全額を、利用者がいったん負
担し、申請により、あとで保険給付分が支払わ
れます。
1年６ヶ月以上滞納すると
　保険給付の一部または全部が一時的に差し止
めとなります。
２年以上滞納すると
　利用者負担が引き上げられたり、高額介護サー
ビス費（利用者負担が一定額を超えた場合に支
給される）等が受けられなくなったりします。

介護保険料について
●介護サービスを利用していないのに…
　原則として、４０歳以上の方は全員が保険料を
支払います。介護保険は、支え合いの制度です。
介護が必要になったときに、安心してサービスを
利用するためにも、納付にご協力をお願いします。
●納付方法って選べないの？
　介護保険料は、年金の受給額等によって納め方
が定められていますので、通知書に記載された方
法で納付をお願いします。

●地域によって保険料が違うのは？
　６５歳以上の方の保険料は、各市区町村でかか
るサービス費用などに基づいて決まります。その
ため、サービスの内容や６５歳以上の方の人口の
違い等により、保険料の差が生じます。

介護保険のお知らせ介護保険のお知らせ

【介護保険の財源の内訳】
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◎集合健診を受診されていない方へ、個別健診の受診券を送付します。

★特定健康診査・後期高齢者健康診査について
　○個別健診について
　　実 施 期 間　　令和８年７月～令和９年３月３１日（受診券は７月中に送付します）
　　対　象　者　　東吉野村国民健康保険加入者で４０歳以上の方
　　　　　　　　　　（今年度４０歳になる方も含みます）
　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険加入の方
　　実 施 内 容　　診察、血液検査、尿検査、血圧測定、身体計測、心電図
　　自 己 負 担　　無料
　　申 し 込 み　　�対象者に受診券を送付いたしますので、受診前に下記医療機関へ直接お申し込み

ください
　　実施医療機関　　�村内　米田医院、下間医院　及び　県内医療機関（受診できない医療機関があり

ますので事前に役場税務保険課にお問い合わせください）
お問い合わせ先　税務保険課（４２ｰ０４４１）

★若年者健康診査について
　○個別健診について
　　実 施 期 間　　令和８年７月～令和９年３月３１日（受診券は７月中に送付します）
　　対　象　者　　東吉野村国民健康保険加入者で２０歳以上３９歳以下の方
　　　　　　　　　　（今年度２０歳になる方も含みます）
　　実 施 内 容　　診察、血液検査、尿検査、血圧測定、身体計測、心電図
　　自 己 負 担　　無料
　　申 し 込 み　　�対象者に受診券を送付いたしますので、受診前に下記医療機関へ直接お申し込み

ください
　　実施医療機関　　村内　下間医院
　　　　　　　　　　上記以外の医療機関では受診できません

お問い合わせ先　税務保険課（４２ｰ０４４１）

★生活保護受給者個別健康診査について
　○個別健診について
　　実 施 期 間　　令和８年７月～令和９年３月３１日
　　対　象　者　　村内在住で、生活保護を受給している２０歳以上の方
　　　　　　　　　　（今年度２０歳になる方も含みます）
　　実 施 内 容　　診察、血液検査、尿検査、血圧測定、身体計測、心電図
　　自 己 負 担　　無料
　　申 し 込 み　　希望者は、必ず事前に住民福祉課へお申し込みください。受診券をお渡しします。
　　　　　　　　　　※受診券がなければ受診できませんのでご注意ください
　　実施医療機関　　村内　下間医院
　　　　　　　　　　上記以外の医療機関では受診できません

お問い合わせ先　住民福祉課（４２ｰ０４４１）

※個別健診又は集合健診どちらか一方となり二回目は個人負担となります

※医療機関によって実施期間が異なりますので、必ず事前に受診先へお問い合わせください。

健診についてのお知らせ健診についてのお知らせ
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奈良年金事務所
奈良市芝辻町4-9-4

☎0742-35-1371㈹

桜井年金事務所
桜井市大字谷88-1

☎0744-42-0033㈹

大和高田年金事務所
大和高田市幸町5-11

☎0745-22-3531㈹

国民年金に関するお問い合わせは、税務保険課、または最寄りの年金事務所まで。
日本年金機構ホームページ　www.nenkin.go.jp/

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付・法定免除※）・若年者納付猶予・学生納付特例の承認を
受けられた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなりま
す。
　そこで、将来受け取る⽼齢基礎年⾦の年⾦額を増やすために、１０年以内であれば、これらの期間の
保険料をさかのぼって納める（追納する）ことができます。
※�障害年⾦を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本⼈からの届出により国
⺠年⾦保険料が全額免除されます。これを法定免除といいます。

免除の承認を受けた年度の保険料を令和８年度中に追納する場合の額

免除等を受けた期間

追納保険料額（円）

全額免除
法定免除
若年者納付猶予
学生納付特例

３／４免除 半額免除 １／４免除

平成２８年４⽉〜平成２９年３月分 １６，８５０円 １２，６３０円 ８，４２０円 ４，２１０円

平成２９年４⽉〜平成３０年３月分 １７，０７０円 １２，８００円 ８，５３０円 ４，２６０円

平成３０年４⽉〜平成３１年３月分 １６，９００円 １２，６７０円 ８，４５０円 ４，２２０円

平成３１年４⽉〜令和２年３月分 １６，９５０円 １２，７２０円 ８，４７０円 ４，２４０円

令和２年４⽉〜令和３年３月分 １７，０７０円 １２，８００円 ８，５３０円 ４，２６０円

令和３年４⽉〜令和４年３月分 １７，１１０円 １２，８３０円 ８，５５０円 ４，２７０円

令和４年４⽉〜令和５年３月分 １６，９９０円 １２，７４０円 ８，４９０円 ４，２５０円

令和５年４⽉〜令和６年３月分 １６，７７０円 １２，５８０円 ８，３８０円 ４，１９０円

令和６年４⽉〜令和７年３月分 １６，９８０円 １２，７３０円 ８，４９０円 ４，２４０円

令和７年４⽉〜令和８年３月分 １７，５１０円 １３，１３０円 ８，７５０円 ４，３８０円

※令和６年４月～令和８年３月分については追納加算額はありません。

☆追納のお申し込みはお近くの年金事務所までお願いします。

〜国⺠年⾦保険料の免除期間・納付猶予期間がある⽅へ〜

国⺠年⾦保険料の追納をおすすめします！

広 報 ひ がしよし の 令和８年７月１日
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■令和８・９年度の保険料率について
　後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村が負担する
公費によって運営されています。また、令和８年度よりこどもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・
連帯の仕組みとして医療保険の保険料と一緒に子ども・子育て支援金を徴収することとなりました。
　保険料は、医療給付費等の財源となる基礎賦課額分（医療分）の保険料と子ども子育て支援納付金の
財源となる子ども子育て支援納付金分（子ども分）の保険料の合計額が保険料総額となります。
　後期高齢者医療制度では、財政運営期間を２年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充て
るため、次のとおり保険料率の改定を行いました。

〈医療分〉 〈医療分〉 〈子ども分〉

（現行）令和６・７年度 ⬅（改正後）令和８・９年度

++
〈新規〉令和８年度

・均等割額　５１，５００円
・所得割率　１０．５５％

・均等割額　５７，１００円
・所得割率　１０．６３％

・均等割額　１，４００円
・所得割率　０．２５％

※子ども分の令和９年度の保険料率は、令和８年度に算定されます。

■保険料賦課限度額の改定
〈医療分〉 〈医療分〉 〈子ども分〉

（現行）令和６・７年度 ⬅（改正後）令和８・９年度

++
〈新規〉令和８年度

・一人あたり上限額（年間）
８００，０００円

・一人あたり上限額（年間）
８５０，０００円

・一人あたり上限額（年間）
２１，０００円

■保険料の軽減について
　【保険料均等割額の軽減】
　世帯内の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。
　●６�５歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大１５万円を控除し、軽

減判定されます。
　●�軽減判定は４月１日（４月２日以降に新たに加入した場合は加入した日）の世帯状況で行います。

【現行】　令和６・７年度

⬅

【改正後】　令和８年度
対象者の所得要件

（同一世帯内の被保険者と世帯主の
総所得金額等の合計額）※１

均等割の
軽減割

対象者の所得要件
（同一世帯内の被保険者と世帯主の

総所得金額等の合計額）

均等割の
軽減割

基礎控除額（４３万円）＋１０万円
×（給与所得者等の数－１）以下 ７割 基礎控除額 (４３万円 )＋１０万円

× (給与所得者等の数 -１) 以下

（医療分）
７．２割

（子ども分）
７割

基礎控除額（４３万円）＋３０．５万円
×（被保険者数）＋１０万円
×（給与所得者等の数－１）以下

５割
基礎控除額 (４３万円 )＋３１万円
× (被保険者数 )+１０万円
× (給与所得者等の数 -１) 以下

５割

基礎控除額（４３万円）＋５６．０万円
×（被保険者数）＋１０万円
×（給与所得者等の数－１）以下

２割
基礎控除額 (４３万円 )＋５７万円
× (被保険者数 )+１０万円
× (給与所得者等の数 -１) 以下

２割

後期高齢者医療保険料について後期高齢者医療保険料について

広 報 ひ がしよし の令和８年７月１日
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